


■しまね子育て支援プラス事業　交付金メニュー・県直営事業一覧
(単位：千円）

№ メニュー
○は実践モデルや人材養成課程を県が示すもの

基準額
(事業当たり）

予算額

1 ○病児・病後児、障害児の預かり事業
※人材養成は県事業として実施

１事業あたり　500千円 2,000

2 ○身近な地域での子どもの預かり事業 １事業あたり　500千円 2,000

3
○子どもの預かりができるボランティア人材の
養成事業

１事業あたり　500千円 3,500

4 民間施設等を場とする学童保育事業 １事業あたり　200千円 2,600

5
障害児を育てる家庭、多胎児を育てる家庭、
ひとり親家庭、外国人の親家庭の交流事業
（講演会・学習会事業含む）

１事業あたり　200千円 6,400

6
○引きこもりや不登校者の活動の場づくり事
業

１事業あたり　500千円 2,000

7
○引きこもりや不登校者の活動支援ができる
人材等の養成事業

１事業あたり　500千円 2,000

8 子育て支援情報発信事業（IT・紙媒体） １事業あたり　200千円 600

大学との連携 9 大学と連携した新たな子育て支援事業 １事業あたり　200千円 800

家庭の教育力向上
支援 10 子育て講座事業 １事業あたり　50千円 5,000

11 幼稚園機能の確保・創設事業 １事業あたり　200千円 1,600

12 子ども活動プログラム充実事業 １事業あたり　100千円 2,100

13
中高大学生の子育てボランティア活動支援事
業

１事業あたり　100千円 800

14 世代間交流活動支援事業 １事業あたり　50千円 2,950

15 異年代グループ活動支援事業 １事業あたり　50千円 2,950

16 子育てグループ活動支援事業 １事業あたり　50千円 2,950

17
遊休施設を活用した子育て支援の場の整備
事業

１事業あたり　500千円 8,500

18
子育て家庭の交流活動事業(子育てサロン事
業含む）

１事業あたり　100千円 2,100

19 保育所・幼稚園の地域交流活動事業 １事業あたり　50千円 13,000

20 在宅家庭への訪問育児支援事業 １事業あたり　200千円 600

21 外出付き添い事業 １事業あたり　100千円 300

22 父親クラブ、祖父母クラブ活動事業 １事業あたり　100千円 700

23 父親・祖父母の子育て支援講座事業 １事業あたり　50千円 1,050

24 従業員の子育てを応援する企業支援事業 １事業あたり　200千円 1,800

25 企業の子育て支援サービス提供事業 １事業あたり　100千円 2,100

26 再就職支援講座事業 １事業あたり　200千円 2,000

27 両立支援講座事業 １事業あたり　50千円 1,050

※調整枠 550

74,000

80,000合　　　　　　　計

小計

民間団体・県民・市町村との意見交換を行ったうえで、実践モデルの構築について専門機
関・市町村・関連団体により検討し、実践モデルの取組み成果発表

人材養成（病児・病後児保育等のサポート人材の養成課程を策定し、養成講座を開催

父親・祖父母の子
育て参加支援

企業の取組の充実
支援

仕事と家庭の両立
支援

6,000

世代間交流活動支
援

市
町
村
実
施
分

（
交
付
金

）

項目

県
実
施
分

子どもの預かり充
実支援

特に支援が必要な
家庭の支援

子どもの育ち支援

活動や交流の支援

預かり以外の保育
等支援



○しまね子育て支援プラス事業　メニュー６　実績

松江市

○引きこもりや不登校者の活
動の場づくり事業

青少年支援センター

１事業あたり
500千円 1 500

○実施内容
居場所事業を行うNPO法人に対する支援
委託または補助にて実施予定
○対象者・人数
居場所事業を行うNPO法人等  １団体
○実施時期
未定

○実施方法　　未定
　　直接実施・委託・補助
　　（委託・補助先　　　　　　　　　　　　）

○経費　　未定
　謝金・旅費・需用費・役務費・使用料・
　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

出雲市
○引きこもりや不登校者の活
動の場づくり事業

１事業あたり
500 1 500

○実施内容
  不登校・ひきこもりがちな若者の自由に利用できる
居場所に常勤スタッフを配置し、利用者への対応の
充実。（面接・様子の観察・関係機関への連絡）
○対象者・人数：常勤スタッフ１人（半日）
　利用者：年間延べ８００人　　スタッフ：２５人
○実施時期：平日９時から５時まで開設（約２５０日）

○実施方法
　　直接実施・委託・補助
　　（委託先：自分づくりの会　　　　　　）
○経費
　謝金：２，０００円×２４２日＝４８４，０００円
　需用費　　　　　　　　　　　　　１６，０００円

益田市
○引きこもりや不登校者の活動
の場づくり事業

１事業あたり
　500 1 500

●実施内容
居場所づくり、相談、家庭訪問等の実施及び民間団
体の育成支援
●対象者・人数
300人
●実施時期
年間を通じて

●実施方法
直接実施・委託・補助
委託・補助先（　　　　　　　）
●経費
謝金・旅費・需用費・役務費・使用料・その他（
）

雲南市
○引きこもりや不登校者の活
動の場づくり事業

１事業あたり
500 1 500

○実施内容
　引きこもりや不登校者の居場所づくり事業

○対象者・人数
10人
○実施時期
　平成22年度

○実施方法
　　直接実施：公設施設にて実施
○経費
　事業予算額5,598千円（内訳：報酬433千円、需
要費167千円

計 4 2,000



○しまね子育て支援プラス事業　メニュー７　実績

松江市

○引きこもりや不登校者の活動
支援ができる人材等の養成事
業

青少年支援センター

１事業あたり
500千円 1 500

○実施内容
講習会並びに定例会（課題検討会議）の開催、中央での
研修会参加や先進地視察の実施
○対象者・人数
様々な困難を抱える子ども・若者を支援する関係機関・団
体等において活動する相談員等　約２０名
○実施時期
５月～３月

○実施方法
　　直接実施・委託・補助
　　（委託・補助先　　　　　　　　　　　　）

○経費
　謝金・旅費・需用費・役務費・使用料・
　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

出雲市
○引きこもりや不登校者の活動
支援ができる人材等の養成事
業

１事業あたり
500 1 500

○実施内容
引きこもりや不登校者が増加傾向にある中、どのような支援策と
人材育成が求められているか、講師を招き、研修会及びパネル
ディスカッションを行う。
○対象者・人数
各支援・相談機関職員、教職員、青少年育成団体など計200人
○実施時期
平成22年11月（予定）

○実施方法
　　直接実施・委託・補助
　　（委託・補助先　　　　　　　　　　　　）

○経費
　謝金・旅費・需用費・役務費・使用料・
　その他（食費　）

益田市
○引きこもりや不登校者の活動支
援ができる人材等の養成事業

１事業あたり
　500 1 500

●実施内容
子ども応援室等の相談機関で従事する職員等を対象にした研
修等
●対象者・人数
30人×10回
●実施時期
4月～2月

●実施方法
直接実施・委託・補助
委託・補助先（　　　　　　　）
●経費
謝金・旅費・需用費・役務費・使用料・その他（
）

雲南市
○引きこもりや不登校者の活動
支援ができる人材等の養成事
業

１事業あたり
500千円 1 500

○実施内容
　引きこもりや不登校者も活動支援に関わる者を対象　と
した研修会の開催
○対象者・人数
　教職員、支援員、訪問支援員、家族等
○実施時期
　平成22年度

○実施方法
　　直接実施

○経費
　講師謝金330,000円（100,000円×3回、
10,000円×3回）・需用費・使用料等
170,000円

浜田市
○引きこもりや不登校者の活動
支援ができる人材等の養成事
業

１事業あたり
500 1 500

○実施内容
　子どもや青少年の相談業務に携わる職員等を対象に研
修会を開催する。
○対象者・人数
　約50人程度
○実施時期　　　11月以降で検討

○実施方法
　　直接実施・委託・補助
　　（委託・補助先　　　　　　　　　　　　）

○経費
　謝金・旅費・需用費・役務費・使用料・
　その他（　賃金
）

計 5 2,500



ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン

平成１９年度から平成２１年度に取り組まれた厚生労働科学研究「思春期のひきこもりをもた
らす精神科疾患の実態把握と精神医学的治療・援助システムの構築に関する研究（主任研究
者 齋藤万比古：国立国際医療研究センター国府台病院）」の研究成果として、この度「ひきこも
りの評価・支援に関するガイドライン」がまとめられた。

ポイント
○ひきこもりの定義 （６ページ）
・「様々な要因の結果として社会的参加（義務教育を含む就学，非常勤職を含む就労，家庭外
での交遊など）を回避し，原則的には６ヵ月以上にわたって概ね家庭にとどまり続けている状
態（他者と交わらない形での外出をしていてもよい）を指す現象概念」と定義（概ね従来通り）。
・なお、「ひきこもりは原則として統合失調症の陽性あるいは陰性症状に基づくひきこもり状態
とは一線を画した非精神病性の現象とするが，実際には確定診断がなされる前の統合失調
症が含まれている可能性は低くないことに留意すべき」としている。

○ひきこもりのこどもや青年の数 （８ページ）
・現在のところ最も信頼性の高い調査（※）によると、現在ひきこもり状態にある子どものいる世
帯は、全国で約２６万世帯と推計。
※ 厚生労働科学研究「こころの健康についての疫学調査に関する研究」（主任研究者：川上
憲人）

○ひきこもりの長期化を防ぐための視点 （１２ページ）
・当事者の来談・受診をできるだけ早く実現することが重要であり、支援機関には以下の視点
が必要。
１．身近な地域にあるひきこもりに対する支援機関を、普段から住民向けに広く
周知しておくこと。

２．家庭への訪問を行うアウトリーチ型支援を、タイミングよく開始すること。
３．家族がひきこもりの本人に来談・受診を説明しやすくなるようなアドバイス、
ガイダンスを継続すること。

○ひきこもりの評価 （１３ペ－ジから）
・適切な評価が行われるためには以下の要素が重要。
１．長期的な関与を続けながら情報を蓄積すること。
２．精神障害の有無について（気分障害、統合失調症、発達障害など）判断すること。

○ひきこもりに対する支援（２５ページから） （参考資料１に要点を抜粋）
・地域連携ネットワークを構築し、訪問支援（アウトリーチ型支援）も用いながら、支援段階にあ
わせて家族や当事者への支援を実施。

本ガイドラインの普及について
・各自治体の精神保健福祉センター、ひきこもり地域支援センター、地域若者サポートステー
ション等の専門機関の職員向けに、「ガイドラインの配布」「思春期精神保健対策専門研修」等
を実施。
・当事者やご家族、ひきこもりの支援を知りたい方向けに、厚生労働省ホームページにおいて公
開。
http://www.ncgmkohnodai.go.jp/pdf/jidouseishin/22ncgm_hikikomori.pdf



ひきこもりに対する支援の要点（ガイドラインからの抜粋）

（１）ひきこもり支援の多次元モデル （２５ページ）
○ひきこもりの支援は、当事者とその周囲の状況の全体的な評価に基づいて組み立てられるべき。
第一の次元：背景にある精神障害に特異的な支援
第二の次元：家族を含むストレスの強い環境の修正や支援機関の掘り起こしなど環境的条件の改善
第三の次元：ひきこもりが意味する思春期の自立過程の挫折に対する支援

（２）地域連携ネットワークによる支援 （２６ページから）
○ひきこもり支援は教育、保健、福祉、医療などの複数の専門機関による多面的な支援が必要。

（３）家族への支援 （３５ページから） （参考資料２の図を参照）
・当事者が単身で相談に来る場合はともかく、未成年の不登校・ひきこもり事例、家族につれられて
やってくる成人のひきこもり事例、家族だけしか相談に来ない事例では、支援は第一段階である家
族支援段階から開始し、順を追って当事者が中心の支援段階へと進んでいく。
・家族が支援者から共感され受容される体験を持つことは、家庭における当事者への家族の姿勢
に好ましい影響を与えることにつながりうる。

（４）当事者への支援 （４１ページから） （参考資料２の図を参照）
・多くは家族のみの来談による家族支援から始まり、ある時点で来談型あるいはアウトリーチ型の
当事者に対する支援が始まるという経過をたどる。
・当事者と支援者の直接的な面談が始まったら、まずは支持的で受容的な面談を開始すべき。
・個人療法的な面談では得られない同年代集団との活動を経験した当事者の中から、より明確に
就労を目的とした集団活動を求める当事者が現われるので、就労支援機関につなげる。
・ひきこもりという現象それ自体が薬物療法の対象であるととらえるのではなく、背景に存在する精
神障害の正確な診断に基づいて、重症度や有効性の評価を行ったうえで、薬物療法の開始を決
定すべき。

（５）訪問支援：アウトリーチ型支援 （５３ページから）
・不登校やひきこもりの支援では、当事者が相談や治療場面に出向くことが難しい場合が多いこと、
あるいは相談や受診に踏み切れない当事者に対する一歩踏み込んだ介入が必要な場合があるこ
とから、家庭訪問を中心とするアウトリーチ型の支援が有効な支援法の一つとして期待される。
・訪問支援のタイミングを慎重に考慮し、訪問実施前の準備段階で、①情報の収集と関係づくり、②
達成目標の明確化、③家族や当事者への事前連絡、④適切な訪問のセッティング、⑤関係機関と
の情報交換、を検討すべき。
・当事者が訪問を拒否しており、家族を対象とした訪問を行っている場合でも、当事者は支援者に
強い関心を持っているはずであり、当事者の存在を意識し、当事者の本当の気持ちを尊重する姿
勢で臨む。
・訪問支援（アウトリーチ型支援）がめざすゴールは、精神科医療や社会活動への可能性を拡げる
ための社会資源につながること。

（参考資料１）



家族支援
(当事者への
個人療法)

個人療法
家族支援

集団療法
居場所の提供

個人療法
（家族支援）

就労支援
集団療法

居場所の提供
(個人療法)

出会い・評価段階

個人的支援段階

中間的・過渡的な
集団との再会段階

社会参加
の試行段階

ひきこもり支援の諸段階

（
参
考
資
料
２
）
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島根県健康福祉部青少年家庭課 

 

 

 

 

近年、子ども・若者をめぐる環境が悪化し、社会生活を円滑に営む上で、困難を有する子ども・

若者の問題は深刻な状況にあり、県では平成２０年２月に若者自立支援検討会議を立ち上げ、福

祉・医療・雇用・教育等関係部局や市町村との連携による支援について、各関係機関が携わった

中で明らかになった課題や特徴的な事例を検討。 

 

１ 構成機関 

○島根県 

青少年家庭課、地域福祉課、障がい福祉課、雇用政策課、松江保健所、中央児童相談所、 

女性相談センター、心と体の相談センター 

○島根県教育委員会 

高校教育課、義務教育課、社会教育課 

○松江市保健福祉課 

○松江市教育委員会 

学校教育課、特別支援教育課、青少年支援センター 

○島根県警察本部 

○その他団体 

財団法人ふるさと島根定住財団 

 

２ 会議実績等 

（１）平成１９年度 

【第１回 平成２０年２月１３日（水）】 

   ◆支援団体利用者の状況から見えてきた課題の整理 

・ 保護者から独立するための物心両面の生活支援・自立支援 

・ 本人の抱える障がい等 

・ 既存の支援策の柔軟な適用 

   ◆現在の行政の支援策と課題の整理 

    ・住まいの確保、生活資金の確保、医療・心理的支援、就労支援、各種相談窓口等 

 

 【第２回 平成２０年３月１７日（水）】 

   ◆支援団体（２団体）からの現状報告及び意見交換 

  

 

 

 

 

若者自立支援検討会議 
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（２）平成２０年度 

 【 第１回 平成２０年６月１９日（木）】 

   ◆県・松江市の取り組み 

   ◆今後の支援に向けた取り組み 

・ 問題を抱える若者を支援している団体の現状把握（市町村へのアンケート） 

・ ケース検討会議 

・ 支援策の取りまとめ 

 

 【 第２回 平成２０年１１月２０日（木）】 

   ◆市町村へのアンケート調査結果 

・ ６市に１３箇所の支援団体が有り、支援の主な対象者には大きな差違はないが、

その活動内容は多岐にわたる。 

・ 相談機能強化、情報提供、ネットワークの構築を求める意見あり→ 相談機関ま

めガイドの発行（Ｈ２０．１２） 

   ◆ケース検討 

・ ３ケース 

 

 【 第３回 平成２１年１月２９日（木）】 

   ◆行政の支援策に関する課題等調査結果から今後の対応を検討 

・ 情報提供（対県民）→ 相談機関まめガイド発行、ＨＰによる情報提供 

・ 学校中退者への支援が必要 → 次回検討会議において情報共有 

・ 各団体スタッフのスキルアップ  

→ 松江市における内閣府モデル事業によるユースアドバイザー研修の実施 

・ しまね協働実践事業の取り組みによる課題解決の検討 

→ Ｈ２１年度「困難を抱える若者の社会参加促進支援」にエントリー 

・ 関係機関の継続的総合的な支援 

 → 松江市における内閣府モデル事業の実践 

 

（３）平成２１年度 

 【 第１回 平成２１年９月１１日（金）】 

   ◆子ども・若者育成支援推進法の概要についての情報共有 

   ◆中学校卒業時及び高等学校中退時に進路未定であった者に対する支援体制について

の情報共有 

 

 【 第２回 平成２２年３月１８日（木）】 

   ◆文部科学省委託事業・しまね協働実践事業の実践報告（１団体） 

   ◆Ｈ２２年度の各課関係機関の取り組み（当初予算の概要等） 

・ 子育て支援プラス事業による市町村支援・・・青少年家庭課分 

（ ①ネットワーク整備 ②人材育成 ③民間団体支援 ） 
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